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内部事務のセンター化（集約処理）
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9月の税務と労務9月 （長月）SEPTEMBER
20日・敬老の日
23日・秋分の日 国　税／ 8月分源泉所得税の納付 

 9月10日
国　税／ 7月決算法人の確定申告（法

人税・消費税等） 9月30日

国　税／ 1月決算法人の中間申告 
 9月30日

国　税／ 10月、1月、4月決算法人の消
費税等の中間申告（年3回の
場合） 9月30日

　一部の税務署を対象に申告書等の入力や審査、還付金の返還手
続、行政指導事務等の内部事務を国税局等に設置したセンターで
集約して処理する取組み。なお、センター化に伴い今年７月以降、
対象となる税務署管内の納税者が申告書等を書類で郵送する際の
送付先は担当するセンターとなるので注意が必要です。
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労
働
基
準
法
に
お
い
て
は
、
原
則

と
し
て
、一
週
間
に
つ
き
四
〇
時
間
、

一
日
に
つ
き
八
時
間
（
い
ず
れ
も
休

憩
時
間
を
除
く
。）
を
超
え
て
労
働

さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
（
法
定
労
働
時
間
）。
こ
の
原
則

的
な
労
働
時
間
の
例
外
と
し
て
、
変

形
労
働
時
間
制
が
設
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

今
回
は
、
変
形
労
働
時
間
制
の
う

ち
「
一
か
月
単
位
」
及
び
「
一
年
単

位
」
の
変
形
労
働
時
間
制
に
つ
い
て

説
明
し
ま
す
。

例
外
的
な
労
働
時
間
制
の

概
要

　

変
形
労
働
時
間
制
は
一
定
期
間
を

平
均
し
、
一
週
間
当
た
り
の
労
働
時

間
が
法
定
労
働
時
間
を
超
え
な
い
範

囲
内
に
お
い
て
、
特
定
の
日
ま
た
は

週
に
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
労
働

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
対

象
と
す
る
期
間
の
長
さ
に
よ
り
「
一

週
間
単
位
」、「
一
か
月
単
位
」、「
一

年
単
位
」
の
変
形
労
働
時
間
制
が
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
も

変
形
労
働
時
間
制
の
一
つ
で
す
。

変
形
労
働
時
間
制
の

導
入
状
況

　

厚
生
労
働
省
の
「
令
和
二
年
就
労

条
件
総
合
調
査
の
概
況
」
か
ら
、
企

業
の
変
形
労
働
時
間
制
採
用
割
合
を

見
て
み
る
と
、
一
年
単
位
の
変
形
労

働
時
間
制
は
全
体
の
約
三
割
、
一
か

月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
は
約
二

割
の
企
業
が
採
用
し
て
お
り
、
す
べ

て
の
変
形
労
働
時
間
制
を
合
わ
せ
る

と
、
全
企
業
の
約
六
割
が
採
用
し
て

い
ま
す
。

　

企
業
規
模
別
に
採
用
状
況
を
み
る

と
、
企
業
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
一
か

月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
の
採
用

が
多
く
、
規
模
が
小
さ
く
な
る
に
つ

れ
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
の

採
用
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

一
か
月
単
位
の

変
形
労
働
時
間
制

㈠
　
定
め
る
事
項

　

採
用
す
る
場
合
は
、
労
使
協
定
ま

た
は
就
業
規
則
等
に
よ
り
次
の
事
項

を
定
め
ま
す
。

①　

対
象
労
働
者
の
範
囲

②　

対
象
期
間
及
び
起
算
日

　
　

例
え
ば
、「
毎
月
一
日
を
起
算

日
と
し
、
一
か
月
を
平
均
し
て
一

週
間
当
た
り
四
〇
時
間
以
内
と
す

る
。」の
よ
う
に
定
め
ま
す
。

　
　

な
お
、
対
象
期
間
は
一
か
月
以

内
の
期
間
で
あ
れ
ば
よ
い
た
め
、

「
二
週
間
」
な
ど
一
か
月
よ
り
短

い
期
間
を
対
象
期
間
と
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

③　

労
働
日
及
び
労
働
日
ご
と
の
労

働
時
間

　
　

シ
フ
ト
表
や
会
社
カ
レ
ン
ダ
ー

な
ど
に
よ
り
、
②
の
対
象
期
間
す

べ
て
の
労
働
日
ご
と
の
労
働
時
間

を
具
体
的
に
定
め
て
お
く
必
要
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
②
の
対
象

期
間
を
平
均
し
て
、
一
週
間
当
た

り
の
労
働
時
間
が
四
〇
時
間
を
超

え
な
い
よ
う
設
定
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
　

た
だ
し
、
常
時
使
用
す
る
労
働

者
数
が
一
〇
人
未
満
の
商
業
、
映

画
・
演
劇
業
（
映
画
の
製
作
の
事

業
を
除
く
）、
保
健
衛
生
業
、
接

客
娯
楽
業
の
特
例
措
置
対
象
事
業

場
は
四
四
時
間
と
な
り
ま
す
。

④　

労
使
協
定
の
有
効
期
間

　
　

労
使
協
定
に
よ
り
制
度
を
採
用

す
る
場
合
は
、
有
効
期
間
を
定
め

ま
す
。

㈡
　
労
働
時
間
の
設
定
例

　

次
に
、
労
働
時
間
の
設
定
例
を
見

て
い
き
ま
す
。
本
文
と
併
せ
て
次
頁

の
表
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

例
A
は
、
一
週
目
に
月
曜
日
か

ら
土
曜
日
ま
で
の
各
日
に
八
時
間
ず

つ
勤
務
し
、
一
週
間
の
合
計
を
四
八

時
間
と
し
て
い
ま
す
。
二
週
目
は
、

金
曜
日
の
勤
務
を
ゼ
ロ
時
間
（
＝
休

み
）
と
し
、
一
週
間
の
合
計
を
三
二

時
間
と
し
て
い
ま
す
。
一
週
目
と
二

週
目
の
労
働
時
間
を
平
均
す
る
と
、

一
週
間
当
た
り
の
労
働
時
間
は
四
〇

時
間
と
な
り
、
適
正
な
労
働
時
間
の

設
定
と
な
り
ま
す
。

　

例
B
は
、
一
週
目
の
金
曜
日
を

一
〇
時
間
、
二
週
目
の
月
曜
日
を
六

労働基準法
変形労働時間制
の導入　　　　

一二

三
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時
間
と
設
定
し
て
い
る
例
で
す
。
こ

ち
ら
も
一
週
目
と
二
週
目
の
労
働
時

間
を
平
均
す
る
と
、
一
週
間
当
た
り

の
労
働
時
間
は
四
〇
時
間
と
な
る
設

定
で
す
。

　

な
お
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
し
た
労

働
時
間
を
使
用
者
側
が
任
意
に
変
更

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
運
用

上
は
注
意
を
要
し
ま
す
。
例
え
ば「
今

日
は
来
客
が
少
な
い
か
ら
業
務
を
早

め
に
終
え
、
そ
の
時
間
を
翌
日
の
労

働
時
間
に
加
算
す
る
」
と
い
っ
た
運

用
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

㈢
　
労
働
時
間
の
上
限

　

対
象
期
間
中
の
労
働
時
間
の
上
限

は
次
の
計
算
に
よ
り
求
め
ま
す
。

上
限
時
間
＝
一
週
間
の
労
働
時
間

（
四
〇
又
は
四
四
）
×
対
象
期
間

の
歴
日
数
／
七

　

例
え
ば
、
週
の
法
定
労
働
時
間
が

四
〇
時
間
の
事
業
所
で
、
対
象
期
間

の
歴
日
数
が
三
十
一
日
の
場
合
は
、

一
七
七
・
一
時
間
が
上
限
で
す
。

㈣
　
割
増
賃
金
の
支
払
い

　

変
形
労
働
時
間
制
を
採
用
し
た
事

業
場
に
お
い
て
、
時
間
外
労
働
が
発

生
し
た
場
合
、
割
増
賃
金
の
計
算
方

法
に
注
意
を
要
し
ま
す
。

　

例
A
の
一
週
目
の
よ
う
に
あ
ら
か

じ
め
法
定
労
働
時
間
を
超
え
る
時
間

を
設
定
し
て
い
た
場
合
は
、
設
定
し

た
時
間（
四
八
時
間
）を
超
え
る
時
間

に
対
し
、
二
割
五
分
以
上
の
割
増
賃

金
の
支
払
義
務
が
生
じ
ま
す
（
四
〇

時
間
を
超
え
四
八
時
間
ま
で
は
二
割

五
分
以
上
の
割
増
を
し
な
い
通
常
の

賃
金
の
支
払
い
で
足
り
ま
す
）。

　

例
B
の
一
週
目
金
曜
日
も
同
様

に
、
一
〇
時
間
を
超
え
た
時
間
が
二

割
五
分
以
上
の
割
増
賃
金
の
支
払
対

象
で
あ
り
、
八
時
間
を
超
え
一
〇
時

間
ま
で
は
通
常
の
賃
金
の
支
払
い
で

足
り
ま
す
。

　

一
方
、
例
B
の
二
週
目
の
月
曜

日
の
よ
う
に
法
定
労
働
時
間
を
下
回

る
設
定
を
し
て
い
た
日
に
時
間
外
労

働
を
さ
せ
た
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め

設
定
し
た
六
時
間
を
超
え
法
定
労
働

時
間
の
八
時
間
ま
で
は
、
通
常
の
賃

金
の
支
払
い
（
二
割
五
分
以
上
の
割

増
を
要
し
な
い
）
で
足
り
、
八
時
間

を
超
過
す
る
時
間
に
対
し
て
二
割
五

分
以
上
の
割
増
賃
金
が
生
じ
ま
す
。

　

な
お
、
深
夜
に
つ
い
て
は
、
変
形

労
働
時
間
制
を
採
用
し
て
い
な
い
と

き
と
同
様
に
二
割
五
分
以
上
の
割
増

賃
金
が
生
じ
ま
す
。

一
年
単
位
の

変
形
労
働
時
間
制

　

一
か
月
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

は
労
使
協
定
の
締
結
が
な
い
場
合
で

あ
っ
て
も
就
業
規
則
等
に
定
め
る
こ

と
で
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
一
年
単
位
の
変
形
労
働
時

間
制
は
労
使
協
定
を
必
ず
締
結
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

労
使
協
定
に
は
、
次
の
事
項
を
定

め
ま
す
。

①　

対
象
労
働
者
の
範
囲

②　

対
象
期
間
及
び
起
算
日

③　

特
定
期
間
（
対
象
期
間
中
の
業

務
の
繁
忙
期
間
を
特
定
期
間
と
し

て
定
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特

定
期
間
は
、
連
続
し
て
労
働
さ
せ

る
日
数
の
限
度
が
通
常
の
期
間
と

異
な
り
ま
す
）

④　

労
働
日
及
び
労
働
日
ご
と
の
労

働
時
間

　
　

対
象
期
間
は
一
年
の
範
囲
内
で

自
由
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
が
、
三
か
月
を
超
え
る
対
象
期

間
を
設
定
し
た
場
合
、
対
象
期
間

の
長
さ
に
応
じ
た
労
働
日
数
の
上

限
が
設
け
ら
れ
ま
す
。
対
象
期
間

が
一
年
の
場
合
は
二
八
〇
日
が
労

働
日
数
の
上
限
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

ま
た
一
日
の
労
働
時
間
の
上
限

は
一
〇
時
間
、
一
週
間
の
労
働
時

間
の
限
度
は
五
二
時
間
の
範
囲
で

設
定
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

⑤　

労
使
協
定
の
有
効
期
間

　

労
働
時
間
の
設
定
や
、
割
増
賃
金

の
計
算
方
法
の
考
え
方
は
、
一
か
月

単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
と
共
通
す

る
点
も
あ
り
ま
す
が
、
労
働
日
数
や

労
働
時
間
の
設
定
方
法
・
上
限
な
ど

取
り
扱
い
が
異
な
る
点
も
あ
り
ま
す
。

　

今
回
は
制
度
の
主
な
事
項
の
み
記

載
を
し
て
い
る
た
め
、
導
入
の
際
は

厚
生
労
働
省
等
の
サ
イ
ト
に
公
開
さ

れ
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
参
照
す
る
こ

と
や
、
労
働
基
準
監
督
署
に
問
い
合

わ
せ
を
し
な
が
ら
進
め
て
い
く
の
も

よ
い
で
し
ょ
う
。

例 A
月 火 水 木 金 土 日 計

1週 8 8 8 8 8 8 休 48
2 週 8 8 8 8 0 休 休 32

例 B
月 火 水 木 金 土 日 計

1週 8 8 8 8 10 休 休 42
2 週 6 8 8 8 8 休 休 38

四
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　厚生労働省が昨年末にまとめた「新型コ
ロナウイルス感染症に係るメンタルヘルス
に関する調査結果」によると、“自分や家
族の感染への不安”が6割以上と最も多く
なっていました。
　性別年代別の特徴をみると、
①　全体的に、50歳未満の女性の不安に
対する割合が高い

②　30歳〜49歳の男性や20歳〜49歳女
性では、「自分や家族の仕事や収入に関
する不安」の割合が高い

③　女性の方が男性より「生活用品などの
不足への不安」の割合が高い

④　15歳〜19歳では「自分や家族の勉強
や進学に関する不安」の割合が高い

　などです。
　また、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大前と比べた日常生活における変化とし
ては、「睡眠時間」や「飲酒量」の変化につ

いては、増加した人と減少した人はほぼ同
程度であり、「運動量」が減った人が約4割、
「ゲームをする時間」が増えた人が約2割い
ました。
　不安やストレスの解消方法は、「手洗い
やマスクの着用、人との距離を取る、でき
る限り自宅にいるようにするなどの予防行
動」が最も多く、次いで、「スマートフォン
やインターネットを使って情報を検索」や「家
族や友人に話をする」、「運動などで身体を
動かす」を挙げた人が多く、これらの方法
により不安やストレスをうまく発散・解消
できていると回答した人が約半数いる一方
で、約2割が不安やストレスをうまく発散・
解消できていないと回答していました。
　なお、同省がインターネット上に設けて
いるサイト「こころの耳」では、労働者や
その家族などに向けて、不安やストレスと
上手に付き合う方法、相談窓口その他各種
情報が公開されています。

新型コロナにかかるメンタル
ヘルスの動向

　健康保険制度における被扶養者に該当す
るか否かは、年間収入が130万円（60歳
以上等は180万円）未満などの要件に基づ
き判定されますが、新型コロナの蔓延に伴
い被保険者に生計を維持されている者が、
同ワクチン接種業務に就いている場合の収
入確認の特例が設けられました。
　このワクチン接種業務は、例年にない対
応として期間限定的に行われるものであり、
また、特にワクチン接種業務に従事する医
療職の確保が喫緊の課題となっているとい
う特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン
接種業務に従事したことによる給与収入は、
「年間収入に算定しない」という特例を講
ずることとされました。
　対象者や対象となる賃金（令和3年4月
から令和4年2月末までのワクチン接種業
務に対する賃金）などが定められています。
　被扶養者の要件については、年金事務所
又は健康保険組合が問い合わせ窓口です。

健康保険被扶養者の 
収入確認特例

　

老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
の

受
給
者
で
、
令
和
三
年
度
に
お
い
て

所
得
額
が
前
年
よ
り
低
下
し
た
こ
と

等
に
よ
り
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
（
金
額
は
受
給
者
に
よ
り
異

な
り
ま
す
。）
の
支
給
対
象
と
な
る

方
に
は
、
令
和
三
年
九
月
頃
か
ら
日

本
年
金
機
構
よ
り
簡
易
な
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
請
求
書（
は
が
き
型
）

が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
す
で
に
受
給
中
の
方
は
、

新
た
な
手
続
き
は
不
要
で
す
。

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
を
受
け

取
る
に
は
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付

金
請
求
書
の
提
出
が
必
要
で
あ
り
、

原
則
と
し
て
、
手
続
き
を
し
た
翌
月

分
か
ら
支
給
の
対
象
と
な
り
ま
す
の

で
注
意
を
要
し
ま
す
。

　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
（
厚
生
労

働
省
サ
イ
ト
に
電
話
番
号
公
開
）
ま

た
は
、
お
近
く
の
年
金
事
務
所
に
て

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
制
度


